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自家消費用農産物の放射性物質測定結果（市独自の測定結果）
 市放射性物質測定センターおよび各支所・住民センターで測定した作物のうち、特に検査数の多かっ
た５種類の作物について、その測定結果をお知らせします。この測定結果は、放射性物質を市独自に測
定した数値であり、出荷あるいは販売等の目安となる数値ではありませんのでご注意ください。   

（測定年月日：平成 26年 1月 6日～1月 31 日・単位：Bq/kg）

セシウム(134+137 の合計値) 
品名 測定件数 未検出数 検出数 

基準値超数
(100Bq/kg) 最小値 最大値 

干し柿 ２８件 ４件 ２４件 ０件 １０．８０ ６１．２０
イノシシ肉 １２件 ０件 １２件 １０件 ５０．２０ ５２４．００
青大豆 １０件 ６件 ４件 ０件 １５．２０ ２５．４０
大豆 １０件 ７件 ３件 ０件 １９．００ ２６．７０
白菜 １０件 １０件 ０件 ０件 不検出 

※平成 24 年 4 月 1 日より、食品中の放射性物質の新たな基準値(100Bq/kg)が設けられたため、セシウムの
合計値(セシウム 134＋セシウム 137)のみの公表となっています。 
※基準値を超えたイノシシ肉 10 件は、自家消費用であり流通していません。なお、二本松市産のイノ
シシ肉は摂取および出荷が制限されています。 

※本庁の測定器の検出限界値は 10Bq/kg です。支所・住民センター測定分に関しては、測定物によって検出
限界値が異なります。 
※自家消費用農作物の放射性物質測定を希望される方は、市放射性物質測定センターまたは各支所・住民セ
ンターへ電話または窓口にてご予約ください。 

◎問い合わせ…市放射性物質測定センター ☎0243-55-5160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内 23 カ所の環境放射線量測定値
平成24年5月1日より文部科学省が設置したモニタリング
ポスト、リアルタイム線量計の値を使用しています。 

平成25年

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 測定値

二本松市役所 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.37
二本松住民センター※１ 0.28 0.29 0.31 0.29 0.30 0.40
塩沢住民センター 0.14 0.14 0.15 0.15 0.21 0.30
岳下住民センター 0.25 0.25 0.24 0.27 0.28 0.28
杉田住民センター 0.33 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35

石井住民センター 0.62 0.60 0.59 0.63 0.63 0.61
大平住民センター 0.45 0.47 0.49 0.49 0.44 0.48
岳温泉一丁目地内※２ 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29 0.24

安達支所 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.27
渋川住民センター 0.36 0.38 0.39 0.38 0.39 0.44
上川崎住民センター 0.40 0.40 0.38 0.40 0.39 0.47
下川崎住民センター 0.42 0.40 0.42 0.43 0.44 0.42

岩代支所 0.38 0.36 0.38 0.38 0.38 0.33
新殿住民センター 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.27

旭住民センター 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22

田沢集会所 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 0.15
田沢（曲山集会所） 0.25 0.26 0.28 0.29 0.28 0.34
初森（初森老人憩いの家） 0.23 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27

東和支所 0.31 0.30 0.32 0.31 0.32 0.30
木幡住民センター 0.17 0.16 0.17 0.21 0.17 0.30
太田住民センター 0.24 0.24 0.25 0.25 0.25 0.27
戸沢住民センター 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.33
戸沢（熊野谷集会所） 0.48 0.46 0.49 0.51 0.48 0.46

２/２地 点
平成26年

２/６ ２/５ ２/４ ２/３ ２/２

※印は、以下の施設で測定された数値です。 
※１二本松児童センター ※２あだたら体育館 

内部被ばく量測定 
(ホールボディカウンター）案内 
23 歳以上の方(過去に測定した方を除く)

を対象に測定しています。累積線量の状況

を踏まえ市放射線アドバイザーと協議し、

ご案内してきましたが、次の地区で市内全

域の方にご案内することになります。 

対象地区 旭・新殿・上太田 

案内時期 2 月下旬通知予定 

すでにご案内済みの方でこれから測定を

希望される方は、放射線被ばく測定センタ

ー（☎0243-24-8110）までご連絡ください。

なお、予約受付は平日(8：30～17：30)とな

ります。 
◎問い合わせ…健康増進課保健係 

☎0243-55-5110 

飲料水(水道水)の放射性
物質モニタリング検査結果
上水道・簡易水道では週に1回の放射性物

質モニタリング検査を行っています。平成

23年4月24日から平成26年1月29日採水分ま

での検査結果において、放射性物質は未検

出（検出限界値以下）でした。 

※平成24年2月6日より、ゲルマニウム半導

体検出器の検出限界値が5Bqから概ね1Bq

に精度向上しています。 

◎問い合わせ…水道課水道業務係 
☎0243-55-5137



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６回市民放射線被ばく量
調査報告会の開催について
市では内部被ばく量調査を実施していますが、平

成 25 年 4 月から 11 月までの測定結果がまとまりま
したので、報告会を開催します。どなたでも参加で
きます。 
開催日・場所 ・2月 15 日(土) 杉田住民センター

・2月 22 日(土) 岩代保健センター
時間 10：00～12：00 
内容・内部被ばく量調査の結果について 

(平成 25 年 4 月～11 月測定分) 
・市民の内部被ばくの実態と今後の生活上の 
注意点など 

◎問い合わせ…健康増進課保健係 
☎0243-55-5110 

原子力損害賠償巡回法律相談
県では、福島県弁護士会と連携し弁護士によ

る法律相談を実施しています。相談は無料です

ので、請求手続きについて不明な点などお気軽

にご相談ください。 

開催日  2 月 19 日（水） 

実施会場 福島県二本松合同庁舎 2階会議室

相談時間 30 分 13：30～15：50 

※相談は事前予約制となっておりますので、

下記までご連絡ください。 

◎事前予約受付… 

原子力損害の賠償等に関する問い合わせ窓口
☎024-523-1501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

◎問い合わせ…放射能測定除染課除染係 ☎0243-22-1581 

参考【住宅除染発注が平成 25 年度内に済んでいる地区】12,938 世帯 

※市内全域の 18 歳未満の子どもおよび妊婦がお住まいの世帯を含む。 

・二本松地区・塩沢４区・岳下地区（岳地区を除く） 

・杉田地区（杉田７区を除く）・石井地区・大平地区 

・下川崎地区・小浜地区・新殿地区・木幡地区・太田地区 

【住宅除染発注が平成 26 年度に発注となる地区】約 5,900 世帯 

 平成 25 年度内に発注した地区のうち残りの世帯 

・二本松地区・岳下地区（岳地区を除く）・大平地区・下川崎地区・新殿地区 

・木幡地区・太田地区 

平成 25 年 12 月に発注を予定していた地区 

・塩沢地区（塩沢 4区を除く）・岳地区・杉田７区・上川崎地区・油井地区 

・渋川地区・旭地区・針道地区・戸沢地区 

健康増進課からのお知らせ ～冬の感染症（インフルエンザ・ノロウイルス）にご用心～

インフルエンザやノロウイルスは 11 月から 3月にかけて流行します。 
インフルエンザは場合によっては脳症など重症化することがあり、ノロ 
ウイルスは感染力が強く十分な注意が必要です。 
これらの感染症から自分を守る簡単な予防策は、手洗いとうがいです。 
毎日、食事前や帰宅時、トイレの後、調理前など、こまめに手洗いやうが 
いをすることを心掛けましょう！ 

◎問い合わせ先…健康増進課予防係 ☎0243-55-5109 

平成２５年度一般住宅除染業務委託発注計画を変更いたします
平成 25 年度で市内全地区を空間線量率の比較的高い順に、3 期に分けて地区ごとに住宅除染の発注

を予定していましたが、昨年 7月、8月の豪雨による被害が甚大で、災害復旧を最優先で取り組んでい

ることから、下記のとおり平成 25 年度の一般住宅除染業務委託発注計画を変更させていただきます。

除染業務につきましては、市内業者で組織する二本松市復興支援事業協同組合に一括して発注している

ことから、災害復旧と住宅除染との調整を図らせていただくものです。 

※市内の放射線量に関する最新の情報（リアルタイム線量）は、随時市ウェブサイトで確認いただけます。 
 

  
■災害全般に関する問合･相談窓口／災害対策本部総務係(生活環境課) ☎0243-55-5102
■放射能に関する問合･相談窓口／放射能測定除染課 ☎0243-22-1580 
■編集と発行／災害対策本部広報班(秘書広報課) ☎0243-55-5096 
〒964-8601 福島県二本松市金色 403 番地 1 市ウェブサイト http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/ 

左のＱＲコードから携帯サイトへ

アクセスできます。 

※機種によってはアクセスできな

いこともあります。 

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/soshiki/16/

